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は
じ
め
に

学
術
雑
誌
上
に
発
表
さ
れ
て
長
く
年
月
が
経
っ
て
も
、
な
お
今
日

学
問
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る
著
作
は
数
多
く
存
在
す
る
。

二
〇
一
五
年
に
発
表
さ
れ
た
外
岡
愼
一
郎
『
武
家
権
力
と
使
節
遵

行
』（
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
）
も
学
問
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る

著
作
の
一
つ
と
言
え
る
。

外
岡
愼
一
郎
氏
は
近
年
、
大
谷
吉
継
や
吉
継
に
関
連
し
た
関
ヶ
原

の
戦
い
等
の
分
野
に
お
い
て
多
大
な
業
績
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
外
岡
氏
に
つ
い
て
中
世
後
期
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
方
が
多
く

い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
外
岡
氏
が
長
年
「
使
節
遵
行
」
の
研
究
を
行
い
、
優
れ

た
研
究
成
果
を
挙
げ
学
問
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。
近
年
で
も
永
山
愛
氏
（
二
〇
二
四
年
度
大
阪
歴
史
学
会
大
会

報
告
）・
亀
井
康
太
郎
氏
（
二
〇
二
四
年
度
奈
良
歴
史
研
究
会
十
月

例
会
報
告
）・
羽
田
友
生
氏
（
二
〇
二
四
年
度
史
学
会
大
会
報
告
）

松
井
直
人
氏
（
二
〇
二
五
年
度
日
本
史
研
究
会
大
会
報
告
）
が
先
行

研
究
や
参
考
文
献
と
し
て
外
岡
氏
の
論
考
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

既
に
亀
田
俊
和
氏
（『
日
本
史
研
究
』
六
四
一
号
、二
〇
一
六
年
）・

西
川
広
平
氏
（『
中
央
史
学
』
四
二
号
、
二
〇
一
九
年
）
の
書
評
や

永
井
英
治
氏
（『
日
本
歴
史
』
八
四
〇
号
、
二
〇
一
八
年
）
の
新
刊

紹
介
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

外
岡
氏
の
退
官
を
期
に
改
め
て
「
使
節
遵
行
」
の
分
野
に
お
け
る
、
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こ
れ
ま
で
の
業
績
を
振
り
返
っ
て
い
く
。

本
書
は
二
〇
一
七
年
度
に
著
者
が
中
央
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学

位
請
求
論
文
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

本
書
の
構
成

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

序
章　

本
書
の
視
角
と
方
法

　

第
一
章　

鎌
倉
幕
府
と
使
節
遵
行

　
　

第
一
節　

六
波
羅
探
題
と
西
国
守
護

　
　

第
二
節　

鎮
西
探
題
と
九
州
守
護

　
　

第
三
節　

鎌
倉
幕
府
と
東
国
守
護

　

第
二
章　

鎌
倉
時
代
の
西
国
と
東
国

　
　

第
一
節　

鎌
倉
幕
府
の
西
国
認
識

　
　

第
二
節　

鎌
倉
時
代
後
期
の
公
武
交
渉

　
　

第
三
節　

六
波
羅
探
題
の
領
分

　

第
三
章　

南
北
朝
内
乱
と
使
節
遵
行

　
　

第
一
節　

建
武
政
権
期
の
使
節
遵
行

　
　

第
二
節　

室
町
幕
府
・
南
朝
と
使
節
遵
行

　
　

第
三
節　

中
世
武
家
権
力
の
地
域
的
構
成

　

第
四
章　

使
節
遵
行
と
地
域
社
会

　
　

第
一
節　

使
節
遵
行
の
「
現
場
」

　
　

第
二
節　

使
節
遵
行
と
地
域
社
会
Ⅰ
―
若
狭
の
場
合
―

　
　

第
三
節　

使
節
遵
行
と
地
域
社
会
Ⅱ
―
備
後
・
安
芸
の
場
合
―

　

終
章　

使
節
遵
行
論
の
意
義

以
上
の
通
り
本
書
で
は
、「
使
節
遵
行
の
現
場
」
と
い
う
表
現
を

多
用
し
て
主
に
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
建
武
政
権
を
挟
み
室
町
時
代
前

半
ま
で
の
使
節
遵
行
が
行
わ
れ
た
状
況
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
加

え
て
第
二
章
第
二
節
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
朝
廷
と
鎌
倉
幕
府
の
関

係
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

本
書
の
内
容

で
は
章
と
節
毎
に
本
書
の
中
身
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

「
序
章　

本
書
の
視
角
と
方
法
」（
新
稿
）
で
は
、「
使
節
遵
行
の

現
場
か
ら
、
国
家
と
地
域
、
国
の
か
た
ち
と
地
域
の
す
が
た
を
描
く

こ
と
」
と
い
う
目
的
を
論
じ
る
と
共
に
、
使
節
遵
行
の
定
義
「
所
務

相
論
に
か
か
り
、
そ
の
訴
訟
進
行
や
裁
定
の
執
行
を
特
命
使
節
が
お

こ
な
う
こ
と
」
を
示
し
た
。

次
に
「
国
の
か
た
ち
」・「
地
域
の
す
が
た
」
で
あ
る
。

中
世
の
「
国
の
か
た
ち
」
を
考
え
る
場
合
、
ヤ
マ
ト
王
権
・
律
令

国
家
・
王
朝
国
家
・
室
町
幕
府
を
経
て
織
田
信
長
の
「
天
下
布
武
」
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に
至
る
畿
内
政
権
の
系
譜
を
中
核
に
お
き
つ
つ
、
時
に
自
律
を
主
張

し
実
現
し
て
き
た
地
域
（
奥
州
・
中
国
四
国
・
九
州
）
を
含
み
こ
む

議
論
が
必
要
だ
と
論
じ
た
。

「
地
域
の
す
が
た
」
に
つ
い
て
、
各
地
域
の
自
律
的
発
展
の
中
で

形
成
さ
れ
て
き
た
地
域
秩
序
が
戦
乱
を
体
験
す
る
中
で
攪
乱
さ
れ
る

と
共
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
地
域
秩
序
が

使
節
遵
行
の
「
現
場
」
で
顕
著
に
み
え
て
く
る
と
論
じ
た
。

使
節
遵
行
の
現
場
を
「
訴
人
に
と
っ
て
の
最
後
の
、
そ
し
て
最
大

の
難
関
で
も
あ
っ
た
。」
と
評
価
し
た
上
で
、
使
節
遵
行
の
構
造
分

析
を
行
い
「
国
の
か
た
ち
」・「
地
域
の
す
が
た
」
を
論
じ
る
事
が
趣

旨
だ
。
研
究
史
観
点
で
は
地
域
社
会
論
と
中
世
国
家
論
を
使
節
遵
行

の
現
場
で
組
み
合
わ
せ
る
試
み
と
言
え
る
。

「
第
一
章
鎌
倉
幕
府
と
使
節
遵
行
」
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
六
波
羅

探
題
（
西
国
）・
鎮
西
探
題
（
九
州
）・
鎌
倉
幕
府
（
東
国
）
の
使
節

遵
行
の
事
例
を
素
材
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
各
地
域
的
課
題
と
ど
う

向
き
合
い
、
紛
争
解
決
の
場
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
。

「
第
一
節
六
波
羅
探
題
と
西
国
守
護
」（
初
出
『
日
本
史
研
究
』
二

六
八
号
一
九
八
四
年
）
で
は
、
分
権
・
独
立
化
の
傾
向
を
は
ら
む
広

域
支
配
機
関
と
し
て
六
波
羅
探
題
を
取
り
上
げ
た
。

鎌
倉
時
代
後
期
の
六
波
羅
使
節
を
具
体
的
分
析
対
象
と
し
て
、
鎌

倉
幕
府
・
六
波
羅
探
題
・
西
国
守
護
の
関
係
を
考
察
し
て
分
権
的
構

造
に
迫
っ
た
。
六
波
羅
探
題
管
国
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
六
波
羅

使
節
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
一
三
〇
〇
年
代
に
集
中
し
て
同

使
節
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
六
波
羅
使
節
の
機
能

を
Ａ
訴
訟
事
務
・
Ｂ
調
査
や
認
定
・
Ｃ
伝
達
、
執
行
・
Ｄ
軍
事
、
検

察
に
分
類
し
、
特
に
Ｄ
軍
事
、
検
察
は
畿
内
近
国
に
偏
っ
て
い
る
点

を
述
べ
た
。

そ
し
て
六
波
羅
使
節
の
構
成
に
関
し
て
、
同
探
題
は
六
波
羅
両
使

制
を
開
発
し
て
在
京
人
を
担
い
手
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
な
ぜ

な
ら
、
当
初
王
朝
権
力
の
監
視
を
主
な
目
的
と
し
て
六
波
羅
探
題
は

設
置
さ
れ
た
が
、
西
国
広
域
支
配
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
と

と
も
に
幕
府
の
意
思
と
か
か
わ
り
な
く
王
朝
権
力
＝
権
門
体
制
国
家

の
軍
事
・
暴
力
機
構
と
し
て
機
能
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た

か
ら
だ
。

「
第
二
節
鎮
西
探
題
と
九
州
守
護
」（
初
出
『
敦
賀
論
叢
』
十
一
号

一
九
九
六
年
）
で
は
、
所
務
相
論
を
中
心
と
し
た
裁
判
機
関
と
し
て

の
鎮
西
探
題
の
性
格
が
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
と
い
う
対
外
的
危
機
へ
の
対

応
の
な
か
で
、
積
極
的
に
評
価
で
き
る
可
能
性
の
探
求
を
取
り
上
げ

た
。



−　 −95

鎮
西
探
題
の
裁
判
管
轄
は
所
務
沙
汰
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
探
題
の
九
州
支
配
は
守
護
と
の
対
抗
関
係
を
軸
に
展
開
す
る

の
で
は
な
く
、
守
護
と
の
協
働
性
を
構
築
し
つ
つ
進
め
ら
れ
た
と
考

察
し
た
。

既
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
国
御
家
人
の
優
位
が
彼
ら
の
自
立
性

と
在
地
社
会
へ
の
影
響
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
を
確
認
し
た
。
荘

園
公
領
制
的
秩
序
に
準
拠
し
た
惣
地
頭
・
小
地
頭
制
に
埋
没
し
た
か

に
み
え
た
国
御
家
人
の
個
性
が
裁
判
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
鮮
や
か
に

表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
た
。

六
波
羅
使
節
と
鎮
西
使
節
の
間
に
は
、
設
置
目
的
や
機
能
の
他
に

も
支
え
る
勢
力
の
存
在
形
態
が
相
互
に
異
な
る
と
い
う
事
情
が
あ
る

こ
と
を
解
明
し
た
。

「
第
三
節
鎌
倉
幕
府
と
東
国
守
護
」（
初
出
『
敦
賀
論
叢
』
十
九
号

二
〇
〇
四
年
）
で
は
、
鎌
倉
幕
府
に
提
起
さ
れ
た
各
種
訴
訟
案
件
処

理
の
過
程
で
、
東
国
守
護
の
働
き
や
鎌
倉
幕
府
の
東
国
支
配
の
様
相

を
描
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

そ
し
て
東
国
使
節
の
性
格
が
六
波
羅
使
節
・
鎮
西
使
節
と
比
較
し

二
つ
の
相
異
点
を
指
摘
し
た
。
一
つ
目
は
任
務
の
年
代
的
変
遷
に
つ

い
て
、
二
つ
目
は
執
行
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
た
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
関
し
て
以
下
の
主
張
を
行
っ
た
。
惣
領

制
や
当
知
行
保
全
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
動
揺
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
な

か
っ
た
点
、
新
た
な
地
域
秩
序
形
成
の
動
き
を
幕
府
体
制
に
取
り
込

む
こ
と
が
出
来
ず
、
両
探
題
の
自
立
性
と
守
護
領
国
形
成
の
動
き
を

警
戒
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
探
題
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
っ

た
と
論
じ
た
。

「
第
二
章
鎌
倉
時
代
の
西
国
と
東
国
」
で
は
、
第
一
章
の
分
析
か

ら
み
え
て
く
る
「
国
の
か
た
ち
」・「
地
域
の
す
が
た
」
を
整
理
し
た
。

「
第
一
節
鎌
倉
幕
府
の
西
国
認
識
」（
初
出
川
岡
勉
・
古
賀
信
幸
編

『
日
本
中
世
の
西
国
社
会
①
西
国
の
権
力
と
戦
乱
』
二
〇
一
〇
年
）

で
は
、
鎌
倉
幕
府
が
西
国
社
会
と
ど
う
向
き
合
い
、
ま
た
西
国
社
会

が
鎌
倉
幕
府
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
を
取
り
上
げ
た
。

西
国
社
会
に
お
け
る
九
州
お
よ
び
畿
内
近
国
の
個
性
を
考
察
し

た
。
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
て
そ
の
支
配
体
制
を
確
立
し
て
い
く
な
か

で
王
朝
権
力
は
本
来
の
体
質
で
あ
る
畿
内
近
国
政
権
と
し
て
自
己
保

存
を
は
か
る
。
そ
の
結
果
、
鎌
倉
幕
府
と
王
朝
権
力
が
そ
れ
ぞ
れ
に

自
ら
を
中
心
と
す
る
同
心
円
構
造
の
地
域
認
識
が
並
立
し
て
い
く
と

論
じ
た
。

「
第
二
節
鎌
倉
時
代
後
期
の
公
武
交
渉
」（
初
出
『
敦
賀
論
叢
』
一

号
一
九
八
六
年
）
で
は
、
王
朝
権
力
か
ら
関
東
申
次
を
介
し
て
鎌
倉

幕
府
に
向
け
て
発
給
さ
れ
た
訴
訟
処
理
に
関
わ
る
文
書
を
素
材
と
し
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て
、
鎌
倉
時
代
の
国
家
像
を
め
ぐ
る
議
論
を
前
提
に
、
西
国
東
国
の

地
域
区
分
に
か
か
る
王
朝
権
力
と
鎌
倉
幕
府
の
権
限
分
割
の
様
相
を

取
り
上
げ
た
。

公
武
協
調
路
線
破
綻
の
原
因
を
鎌
倉
幕
府
創
設
以
来
の
原
則
を
逸

脱
し
、西
国
に
私
的
権
益
を
拡
大
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
た
。
し
か
し
、

鎌
倉
幕
府
が
滅
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
東
国
の
自
立
性
が
消
滅
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
た
の
は
、
東
国

西
国
の
二
元
性
で
は
な
く
、
西
国
支
配
に
お
け
る
東
西
両
権
力
の
併

存
と
い
う
二
元
性
で
あ
る
と
論
じ
た
。

「
第
三
節
六
波
羅
探
題
の
領
分
」（
新
稿
）
で
は
、
第
一
章
第
一
節

と
第
二
章
第
二
節
の
趣
旨
を
う
け
て
六
波
羅
探
題
の
歴
史
的
評
価
を

試
み
た
。
六
波
羅
使
節
の
地
域
・
事
案
・
人
員
構
成
な
ど
か
ら
六
波

羅
探
題
の
「
西
国
成
敗
」
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
、「
西
国
成
敗
」

が
王
朝
国
家
の
畿
内
近
国
的
性
格
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
構
造
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

「
第
三
章
南
北
朝
内
乱
と
使
節
遵
行
」
で
は
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後

の
建
武
政
権
と
室
町
幕
府
の
も
と
で
、「
国
の
か
た
ち
」・「
地
域
の

す
が
た
」
が
ど
の
よ
う
に
変
容
を
と
げ
て
い
く
か
、
さ
ら
に
は
内
乱

と
い
う
環
境
の
中
で
使
節
遵
行
そ
の
も
の
の
目
的
な
い
し
意
義
に
ど

の
よ
う
な
変
位
が
生
じ
て
き
た
の
か
確
認
し
た
。

「
第
一
節
建
武
政
権
期
の
使
節
遵
行
」（
初
出
『
敦
賀
論
叢
』
二
十

一
号
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
使
節
遵
行
に
よ
る
紛
争
処
理
・
解
決
の

シ
ス
テ
ム
が
建
武
政
権
の
成
立
を
経
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て

変
容
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
建
武
政
権
期
の

使
節
遵
行
の
様
相
が
、
鎌
倉
期
の
制
度
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
部

分
と
建
武
政
権
期
の
中
央
集
権
的
な
構
成
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
部
分

と
が
地
域
的
な
差
が
有
り
な
が
ら
混
交
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

「
第
二
節
室
町
幕
府
・
南
朝
と
使
節
遵
行
」（
新
稿
）
で
は
、
室
町

幕
府
の
課
題
解
決
へ
の
営
み
の
な
か
で
使
節
遵
行
と
い
う
シ
ス
テ
ム

が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
を
明
示
し
た
。

南
北
朝
内
乱
と
い
う
時
代
環
境
の
な
か
で
、
室
町
幕
府
や
南
朝
と

征
西
将
軍
府
等
の
使
節
に
よ
る
論
所
の
打
渡
が
実
効
性
を
持
ち
得
た

の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
点
を
述
べ
た
。南
朝
・
北
朝
と
旗
色
は
異
な
っ

て
も
訴
訟
当
事
者
た
ち
が
競
っ
て
い
た
の
は
本
領
や
獲
得
所
領
の
実

効
支
配
で
あ
り
、
内
乱
と
い
う
時
代
状
況
と
使
節
遵
行
を
個
別
事
例

か
ら
論
じ
た
。

「
第
三
節
中
世
武
家
権
力
の
地
域
的
構
成
」（
新
稿
）
で
は
、
鎌
倉

幕
府
の
草
創
を
契
機
に
国
の
か
た
ち
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と

に
な
る
地
域
区
分
の
様
相
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
第
一
章
か
ら
第
三

章
ま
で
の
ま
と
め
で
あ
る
部
分
だ
。
東
国
・
畿
内
・
九
州
と
い
う
地
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域
区
分
に
基
づ
く
国
家
公
権
の
構
成
が
中
世
社
会
に
継
承
さ
れ
た
と

論
じ
た
。

「
第
四
章
使
節
遵
行
と
地
域
社
会
」
で
は
、
使
節
遵
行
と
い
う
国

家
的
公
権
力
の
裁
定
を
前
提
と
す
る
紛
争
解
決
を
地
域
社
会
が
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
対
応
し
た
の
か
を
考
察
し
た
。

「
第
一
節
使
節
遵
行
の
現
場
」（
初
出
『
敦
賀
論
叢
』
七
号
一
九
九

二
年
）
で
は
、
当
事
者
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
進
行
す
る
使
節
遵
行

手
続
き
の
具
体
的
な
す
が
た
を
描
い
た
。

前
章
ま
で
の
使
節
遵
行
の
構
造
的
側
面
と
違
い
、
遵
行
シ
ス
テ
ム

の
運
用
・
効
果
と
い
う
機
能
的
側
面
を
検
討
し
た
。
在
地
社
会
が
使

節
入
部
を
拒
否
し
た
事
例
の
指
摘
や
荘
園
領
主
が
利
権
を
失
わ
な
い

た
め
に
、
当
該
地
域
を
現
実
に
実
効
支
配
し
て
い
る
勢
力
と
妥
協
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
事
例
を
指
摘
し
た
。

「
第
二
節
使
節
遵
行
と
地
域
社
会
Ⅰ
若
狭
の
場
合
」（
初
出
『
敦
賀

論
叢
』
五
号
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
若
狭
国
の
使
節
遵
行
の
実
態
を

論
じ
た
。

ま
ず
、
若
狭
国
土
着
の
武
士
た
ち
が
鎌
倉
幕
府
地
頭
御
家
人
制
の

枠
組
み
の
中
で
冷
遇
さ
れ
、
加
え
て
荘
園
領
主
支
配
も
厳
し
い
ま
ま

に
う
け
る
と
い
う
二
重
苦
の
境
遇
に
置
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

次
に
京
都
の
後
背
地
に
位
置
す
る
若
狭
国
の
地
理
的
条
件
を
述
べ

た
上
で
、
中
央
の
権
力
状
況
を
直
接
反
映
し
て
若
狭
国
の
政
治
情
勢

が
変
動
し
た
点
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
若
狭
国
守
護
が
事
実
上
京
都
守
護
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
上
で
使
節
遵
行
の
あ
り
方
に
も
若
狭
国
の
地
理
的
・
政
治
的
条
件

が
反
映
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
論
じ
た
。

「
第
三
節
使
節
遵
行
と
地
域
社
会
Ⅱ
備
後
・
安
芸
の
場
合
」（
初
出

『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
備
後
国
・
安
芸
国
の

使
節
遵
行
の
実
態
を
論
じ
た
。

備
後
国
は
守
護
支
配
の
進
展
を
推
定
し
、
六
波
羅
奉
行
人
使
節
の

西
限
と
位
置
付
け
た
。
一
方
、
安
芸
国
は
守
護
関
与
が
乏
し
く
、
遵

行
使
節
と
な
る
御
家
人
が
鎌
倉
時
代
で
は
在
京
人
で
あ
り
、
室
町
時

代
で
は
室
町
幕
府
奉
公
衆
と
い
う
展
開
を
遂
げ
た
点
を
指
摘
し
た
。

瀬
戸
内
沿
岸
の
隣
接
す
る
国
同
士
で
あ
り
な
が
ら
鎌
倉
時
代
に
は
対

照
的
な
様
相
を
示
し
た
両
国
を
検
討
し
た
。

「
終
章
使
節
遵
行
論
の
意
義
」（
新
稿
）
は
、本
書
の
総
括
で
あ
る
。

繰
り
返
し
使
節
遵
行
の
「
現
場
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
た
点
を
述

べ
た
。使
節
遵
行
は
武
力
に
よ
る
判
決
の
強
制
執
行
だ
け
で
は
な
く
、

遵
行
使
節
が
訴
人
と
論
人
の
仲
介
と
な
っ
て
両
者
の
合
意
形
成
を
図

る
場
で
あ
る
一
面
を
論
じ
た
。
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本
書
の
成
果

以
上
の
よ
う
に
、
既
に
発
表
さ
れ
た
論
考
と
新
稿
と
織
り
交
ぜ
た

本
書
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
い
く
。

数
多
く
あ
る
本
書
の
研
究
成
果
の
中
で
も
最
も
代
表
的
な
も
の

は
、
使
節
遵
行
の
現
場
に
お
け
る
実
態
の
解
明
で
あ
ろ
う
。
使
節
遵

行
の
事
例
を
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
・
室
町
時
代
初
め
に
至
る
ま
で

東
国
・
畿
内
・
九
州
と
網
羅
的
に
収
集
し
、
表
と
し
て
デ
ー
タ
化
を

行
っ
た
点
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
に
繋
が
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

六
波
羅
探
題
が
畿
内
近
国
を
直
接
支
配
下
に
お
い
た
結
果
、
機
能

Ｄ
（
悪
党
人
召
進
な
ど
の
軍
事
・
検
察
的
機
能
）
が
畿
内
近
国
に
偏
っ

て
検
出
さ
れ
る
と
述
べ
る
と
共
に
そ
の
畿
内
近
国
の
範
囲
（
摂
津
・

播
磨
・
丹
波
・
山
城
・
和
泉
・
河
内
）
を
導
い
た
点
も
大
き
な
成
果

と
言
え
る
。

ま
た
鎮
西
探
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
亀
田
氏
の
指
摘
通
り
こ
れ
ま

で
九
州
守
護
と
対
立
的
に
捉
え
て
き
た
鎮
西
探
題
研
究
を
批
判
し

た
。
そ
し
て
鎮
西
探
題
と
九
州
各
国
守
護
と
の
裁
判
管
轄
設
定
は
相

互
の
役
割
分
担
を
明
確
化
し
て
各
領
分
に
機
能
を
集
中
的
に
発
揮
す

る
環
境
を
つ
く
る
目
的
の
も
と
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た

点
も
評
価
で
き
る
。

六
波
羅
探
題
の
「
西
国
成
敗
」
の
構
造
に
つ
い
て
六
波
羅
使
節
の

地
域
・
事
案
・
人
員
構
成
か
ら
考
察
し
、「
西
国
成
敗
」
が
王
朝
国

家
の
畿
内
近
国
的
性
格
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
論
じ
た
。
そ
の

上
で
畿
内
近
国
は
荘
園
本
所
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
荘
園
本
所
勢
力

の
権
益
保
障
に
従
事
し
た
点
も
重
要
な
成
果
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
各
機
関
（
六
波
羅
探
題
・
鎮
西

探
題
・
鎌
倉
府
・
九
州
探
題
）
の
管
轄
地
域
や
地
域
区
分
を
各
令
制

国
の
個
別
事
例
を
丹
念
に
検
討
し
て
領
域
に
対
し
て
管
轄
地
域
の
確

定
を
行
っ
た
こ
と
点
は
学
問
分
野
に
お
い
て
大
い
な
る
貢
献
で
あ

る
。以

下
改
め
て
、
亀
田
氏
や
西
川
氏
同
様
に
評
者
も
使
節
遵
行
の
個

別
事
例
を
網
羅
的
に
収
集
し
、
各
時
代
・
各
地
域
別
に
表
を
作
成
・

整
理
し
て
「
使
節
遵
行
の
現
場
」
を
考
察
し
た
点
が
重
要
な
成
果
だ

と
評
価
す
る
。

そ
し
て
前
に
触
れ
た
よ
う
に
地
域
区
分
・
領
域
区
分
の
確
定
も
同

様
で
あ
る
。
こ
れ
は
網
羅
的
に
使
節
遵
行
の
個
別
事
例
を
収
集
し
検

討
し
た
作
業
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
在
地
社
会
が
使
節
の

入
部
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
事
例
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
重
ね
て
、

「
悪
党
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
や
「
悪
党
」
に
同
心
し
た
と
荘
園
領
主

か
ら
糾
弾
さ
れ
た
百
姓
等
が
地
域
秩
序
の
主
体
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
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論
じ
た
点
も
同
様
で
あ
る
。

本
書
の
課
題

成
果
に
続
い
て
課
題
を
述
べ
て
い
く
。「
国
の
か
た
ち
」
と
い
う

表
現
を
使
用
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
国
家
」
と
い
う
も
の
が
見

え
て
こ
な
か
っ
た
。
時
代
毎
の
「
国
家
」
を
多
少
な
り
と
も
示
す
べ

き
で
あ
る
。

第
一
作
発
表
論
文
（
本
書
第
一
章
第
一
節
）
か
ら
本
書
の
刊
行
ま

で
三
十
年
ほ
ど
と
期
間
が
開
い
た
た
め
、
そ
の
間
の
研
究
史
の
動
き

を
考
え
る
と
厳
し
い
部
分
が
あ
り
、「
守
護
領
国
制
論
」「
国
人
領
主

制
論
」「
幕
府
守
護
体
制
論
」
な
ど
中
世
史
研
究
全
体
も
変
動
し
た

点
を
考
慮
し
て
も
「
国
家
像
」
を
示
す
べ
き
だ
。

加
え
て
既
に
亀
田
氏
の
指
摘
通
り
、
古
澤
直
人
氏
に
つ
い
て
触
れ

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
古
澤
氏
の
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世

国
家
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
に
関
し
て
向
き
合
う
べ
き
だ
。

こ
れ
で
は
「
あ
と
が
き
」
部
分
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
国
家

論
か
ら
逃
げ
た
」
と
批
判
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。

次
に
「
地
域
の
す
が
た
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
本
書
で
は
地

域
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
陸
上
交
通
体
系
だ
け
で
は
な

く
海
上
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
と
著
者
は
述
べ
て
い

る
が
、
既
に
西
川
氏
は
「
使
節
遵
行
か
ら
地
域
の
す
が
た
の
具
体
像

を
抽
出
す
る
の
は
困
難
な
の
で
は
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘

も
当
然
で
あ
る
。

評
者
は
「
地
域
」
の
範
囲
は
令
制
国
・
郡
・
山
間
部
・
平
野
部
・

島
嶼
部
・
河
川
流
域
・
海
上
海
域
等
々
、
様
々
な
想
定
が
出
来
る
と

考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
地
域
の
す
が
た
」
の
「
地
域
」
の

部
分
を
事
細
か
に
示
さ
な
け
れ
ば
「
地
域
の
す
が
た
」
の
具
体
像
の

抽
出
は
困
難
を
極
め
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

本
書
の
六
波
羅
探
題
管
轄
地
域
に
つ
い
て
の
成
果
は
既
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
た
だ
、「
在
地
社
会
」
と
い
う
事
を
考
え
た
時
、
直

前
で
触
れ
た
よ
う
に
著
者
の
考
え
る
「
地
域
」
を
よ
り
一
層
示
す
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
で
は
「
現
場
」
と
い
う
表
現
を
多
用
し

た
。
そ
の
「
現
場
」
か
ら
考
察
し
た
成
果
は
評
価
出
来
る
。
し
か
し

一
方
で
、
肝
心
な
「
国
の
か
た
ち
」
や
「
地
域
の
す
が
た
」
は
ぼ
や

け
て
し
ま
っ
た
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
現
場
」
に
焦
点
を
当
て
た

副
作
用
だ
と
感
じ
た
。

「
国
の
か
た
ち
」・「
地
域
の
す
が
た
」
の
次
は
「
現
場
」
で
あ
る
。

著
者
は
使
節
遵
行
を
当
事
者
主
義
の
紛
争
解
決
方
法
に
含
め
て
い

る
。
根
拠
は
何
か
、
少
な
く
と
も
評
者
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。
使
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節
遵
行
の
現
場
に
は
使
節
と
い
う
公
権
力
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
単
使
で
あ
ろ
う
と
両
使
で
あ
ろ
う
と
守
護
で
あ
ろ
う
と

公
権
力
が
介
入
し
て
い
る
以
上
は
職
権
主
義
的
側
面
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
に
も
平
時
と
内
乱
期
（
戦
時
）
を
同
一
直
線
上
で
論
じ
て
良
い

も
の
か
疑
問
に
感
じ
た
。
南
北
朝
時
代
が
内
乱
期
（
戦
時
）
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
共
に
内
乱
の
事

例
が
複
数
存
在
し
、
平
時
と
戦
時
が
混
じ
っ
て
お
り
完
全
な
平
時
で

は
な
い
に
せ
よ
、
使
節
と
い
う
公
権
力
が
介
入
す
る
以
上
は
挙
げ
た

具
体
事
例
の
時
代
と
世
間
の
様
相
を
述
べ
て
考
察
す
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

南
朝
や
征
西
将
軍
府
の
使
節
遵
行
に
つ
い
て
は
鎌
倉
幕
府
や
室
町

幕
府
と
比
較
し
て
史
料
の
残
存
性
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
少

な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
南
朝
・
征
西
将
軍
府
の
使
節
遵
行
を
考
え

る
際
は
室
町
幕
府
と
の
勢
力
差
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
点
は
評
者
が
本
書
を
参
考
に
研
究
を
行
う
。

む
す
び
に

評
者
が
研
究
会
の
例
会
・
部
会
・
大
会
に
参
加
し
た
際
に
「
京
都

の
範
囲
を
ど
う
想
定
し
て
い
る
か
」
や
「
洛
中
の
範
囲
は
ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
か
」
と
い
う
こ
と
を
耳
に
す
る
。
地
域
範
囲
・
管
轄
地
域

の
確
定
は
困
難
を
極
め
る
。

本
書
の
六
波
羅
探
題
管
轄
地
域
の
確
定
は
大
変
大
き
な
成
果
で
あ

る
。
ま
た
他
に
挙
げ
た
成
果
か
ら
も
、
本
書
は
使
節
遵
行
論
研
究
の

代
表
的
位
置
付
け
と
な
る
。
本
書
を
参
考
に
す
る
研
究
者
は
、
引
用

す
る
箇
所
や
引
用
す
る
事
例
だ
け
に
集
中
せ
ず
、
著
者
の
核
と
な
る

部
分
ま
で
理
解
に
努
め
る
こ
と
を
勧
め
る
。

以
上
、
前
に
触
れ
た
三
者
の
新
刊
紹
介
と
書
評
に
は
遠
く
及
ば
な

い
も
の
と
な
っ
た
。
ひ
と
え
に
評
者
の
力
不
足
で
あ
る
。
最
後
に
改

め
て
、
本
書
は
外
岡
氏
の
研
究
成
果
と
し
て
今
後
も
高
く
評
価
さ
れ

る
も
の
だ
。
こ
の
分
野
で
の
外
岡
氏
の
続
作
に
期
待
し
た
い
。


